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1

イギ リス石炭 業の国有化 は,イ ギ リス労働者階級の半 世紀以上 に も及ぶ努力

の末,漸 く1947年1月 労働党内閣の手に依つて実現 された。 その後 の経過既 に

12年,そ の間 さま ざまの批判が現 はれtcが,石 炭産業が予期 しtc程 の実績 を挙

げ得 なか った ことか ら,国 有化全面 的失敗 と云ふ性急 な批判 も少 し としない。

特 に西 ドイツに於ては,自 由主義経 済への復帰 を旗 印に して兎に角著 しい経済

復興 をなし遂 げた国柄 だ けあって,対 岸 の イギ リス経済が如何に もテンポの遅

い発展 を示 してお り,特 に石炭産業が依然 として低 い生産性 に留ま ってお るこ

とを指摘 して,石 炭 国有化 を失敗 と見倣す意見が 可成 り強いので ある。(例 へ ば

FrankfurterAllgemeine社 説Aug.4.1955参 照)日 本 に於 て もイギ リス石

炭 業の経営機構 が労働者的な性 格を有 してお らず,石 炭 庁の構成 メンバ ーは多

くが資本 家陣営の出身者で ある点か ら,国 有 化は全般的 に イギ リス資本主 義の

構造的危機に対応せ ん とす る 独 占資本の 自己救済手段 を意味す る ものに他な ら

ず,従 つて労働者階級のた めの真の国有化 とは凡 そ縁遠 い存在で あ り,国 有化

が従来成果が挙 らなか った一 つの原 因を之 に求 めや うとす る傾 向が 可成 り強 く

見出 され る。 第二次大戦前,依 然 として低 い生 産性に留 ま り,私 的資本の下で

合理 化がなかなか行 はれなか った上,極 度に劣悪 な労資関係に悩んだ イギ リス

石炭 業の国有 化は,た しかに石炭業の個別私的資本 家を救済す る役 目を果 した

と同時に,イ ギ リス唯一のエ ネル ギ資源で ある石炭業 を自己の手申にお さめ,

以て総資本の補強工策の意味 を も有 してゐた と云ひ得 る。 しか しなが らイギ リ
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ス石炭業が,国 有化 以後生産性が 予期 した程上昇せず また労使 関係 も左程 良好

とは云へ ない故 を以て,石 炭業 国有化 を全面的 に失敗で あると断定 す るの は,

早急 の結論 たることを免れ得 ないで あ らう。 第二次大戦 後,イ ギ リス資 本主義

の 内部構造 は勿論 の こと,そ の外部的与件 も著 し く変 化した。 これ らの諸変化

は イギ リス石炭 業全体に さま ぎまの影響 を及 ぼ してお るが,こ れ らの要因 を考

慮 した上で国有化 の効果 を測定す ることが必要で あ らう。 その際労使 関係に於

て特 に考慮すべ き要因 は完全雇傭で ある。 本書 は このや うな諸 要因 を考慮に入

れつつ,イ ギ リス石 炭業の労使関係 の実体 を調査研究分析 した もので あって,

著 者の国有化石炭業に対 す る分析視角は次の言葉 に よって要約せ られ る。

『過 去十 年間の経験に よって,我 々は社会主義者 の主張が嘗て信ぜ られた程

に は大 きな効果 を もつ もので はない ことを知 つた。 今Elで は国有 化が石炭業 の

労 使関係 を支配 してお ると云ふ よ りは,労 使関係の諸問題 が反つて国有化 を支

配 してお るので ある。 この私の判断 は必ずし も,国 有化無用乃至失敗論 を意味

す る もので ない。 私が主張 したいの はただ 人々は国有化 に余 りに 多 くの もの を

期 待 しす ぎてお るのに比 して,石 炭 業の もつ さま ざまな問題 の実体 を余 りに も

知 らなす ぎると云 ふことで ある。 欠勤 ・労働 力の配 置 ・資材 の浪 費 ・賃銀支 払

形 態 ・非公認 ス トライキ ・労働力の配置転換 ・労働組合 間の競争 ・労使協議 制

一 とれ らの問題 は産業の所有形態 とは独立 した それ 自身固有 の 問題領域 を有

してお るので ある。 そして これ らの領域 は,私 的所有 とか利潤動機 とか 云ふ古

い問題 よ りはむ しろ,石 炭業労働者の個々人が作業に対 して 如 何 程 の 関心 を

有 しておるか と云 ふ ことによ り多 く関聯 を有 し て お るの で あ る。』(Author's

PrefaceXX.)つ ま り著者は それ 自身固有の問題 を有す るイギ リス石炭 業の労

使 関係が,国 有化 と云 ふ所有 と経営管理形態の変化 に依つ て如何に変貌 を遂げ

て行 くか を,個 々の職場の実態調査か ら分析 したので あ り,こ の綿密 な実体調

査 と冷静 な分析 とに於て本書の価 値が存す るので あ らう。

本書 の構成 は次の如 くで ある。

序文

1.イ ギ リス石炭業の技術的基礎

2;石 炭庁(NCB)と ・fギリス全 国炭坑夫組合(NUM)
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附 録 画

文 献 目録 並 び に索 引

な ほ本 書 は,労 働 問 題 関 係 の 研 究 を 従 来 約 十 数 冊 出 版 し て 来tcWertheim

Publication(HarverdUniversityPress)の シ リー ズ の 一 冊 で あ り,Massa・

chusettsInstituteofTechnologyの 経 済 学 部 教 授 で あ る著 者 のdoctoral

dissertationの 要 約 で あ る。 こ こ数 年 間 日本 に 於 て も 英 国 々 有 化 産 業 の 労 使 関

係 に 就 い て の 問 題 点 が,可 成 りの 論 文 に よ っ て 指 摘 せ られ で お り,更 に は 海 外
　り

に於て も相 当の研究が発表せ られてお る。 以下 は これ らの諸研究で問題 となっ

た点が,本 書で如何に扱 はれ るか を問題別 に取扱って見 ることにす る。

fi

◇経営 並びに管理機構の申央集権 化の問題 国有化に伴つて発生 した困難

な問題の一つは,急 速 に経 営並 びに管理機構が申央集権化 した ことで あ り,そ

れは申央 に於 ける石炭庁 と労働 組合の交渉 の比 重 を増大せ しめた一方,末 端労

註1)例 へ ば'

山 本 勝 也 『国 有 化 企 業 に 於 け る経 営 管 理 と労 資 関 係 』(商 学 論 集 第25巻 第1号)。

『国有 化 企 業 に 於 け る モ ラー ル 問 題 』(商 学 論 集 第25巻 第3号)。 『イギ リス に 於 け る

労 使 協 議 会 制 度 の意 義 』。 申 村 忠一 『英 国 に 於 け る石 炭 業 国 有 化 政 策 に 関 す る一考 察 』

(経 済 論 叢第73巻 第5号)阿 部 泰 治 『英 国 石 炭 産 業 の 労 働 事 情 』(海 外 労 働 経 済 月 報 第

6巻 第2号)Haynes,W.H.,"NationalizationinPractice;TheBritishCoaI

Industry,HarvaldUniversity,Cambridge,1953,

Spero,S.D.,``LabourRelatibnsinBIitishNationalizedInduscry"New

YorkUniversityPiess.1955.

Sinclair,J.,"Coal・MiningEconomics"London1957.
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働 者 と労働 組合指導層 との関係 を疎遠 な らしめ る結 果を生んだ と 批判せ られて

お る。地方的に解決せ られ るべ き問題迄 が申央 に持 ち込まれ,解 決 に多大の時

間 を要す るに到 り,能 率上思はしか らざる諸結果 を招来 した ことはしば しば今

日迄指摘せ られた所で ある。 著者 自身 は この中央集権化が専 ら管理上の問題で

・あって,機 構上には申央集権化 の弊 は認 め られない と し,1955年2月 に 発表

せ られたFleckReport(NCB,ReportoftheAdvisoryCommittecon

Organization)と 同 じ結論 を述べ てお る。従つて申央集権 化の弊 はそれぞれの

段階 にある経営責任者の管理権限を明確 にす る ことに隊つて 除か れ るので あっ

て,こ の管理上の改良 を加へ ることなしに構造上の地方分 権化 を行つて もそれ

は管理 問題の解決 に対 して何 らの プ ラスを もた らさないで あ らうと云ふの が 著

者の意 見で ある。(p.23)管 理 上の中 央集権化に就いて,著 者 は一地方炭鉱経営

者の不平 を挙 げてお るが,そ の不平の.m例 を示 す と,1.炭 鉱経営者 は ある

問題 の解決 をせま られた り,又 は個人的 な苦情 を持つ た時,誰 に その問題 を持

つて行 くべ きか分 らない。2 .炭 鉱経営者 は自己の炭鉱内で昇給昇進 を行ふ場

合 には予 め小地区代理 人(Sub・AreaAgent)か らその許下 を得 なけれ ばな ら

ない。 然 しなが ら炭鉱経営者以上 に この昇給昇進の個々の ケースに就いて よ り

よい判断 を為 し得 る筈がない。3.炭 鉱経営者 に任命 され る客観的な基準は何

ら与へ られてお らず,屡 この任命 は独断的になされ,ま た偏見 を伴 つて行はれて

お る。4.地 方総支配 人の 多 くは炭鉱経営者 にその支配す る炭鉱の財政上 の詳

細な実情 を知 らせや うとはしない。 総支配 人は炭 鉱経 営者に それが知 られ るの

を好まない,等 々。(p.23)著 者 は申央 集権 化それ 自体 に対 して積極 的 な評 価

は行つてお らないが,後 述の炭鉱賃金の統一化 に際し この中央集権化が大 きな

プ ラスの役割を果 してお ることを述べて おる点か ら推察 して,そ の必然性 を認

識 してお り,その効果 も可成 り高 く評価 してお るや うに思はれる。全国炭坑 夫組

合(NationalUnionofMineworkers)の 全 国大会に於て従来幾度 も石炭庁の

機構 を非難す る決議 が表明せ られて来 たので,組 合内で1949年 この石炭庁の機

構 を調査す る特 別委員会が設置せ られ その結 果が1953年 に発表 され たが,そ の

時の執行委員会 は 『従来迄の調査で は石炭庁の機構に関し特 に大 きな不満 を述

べ ぎるを得 ない点 はない。』として石炭庁 を擁護 す る正直 かつ大胆 な結論 を表 明
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した。(P.25)之 に 依つて労働 組合指導層は下部 大衆の機構に対す る不満 の 解

消 に努力 した訳 で あるが,そ の後 もこの不満 は消 え去 つてはお らぬので ある。

FleckReportの 結論や著者の結論更には労働 組合の調査結論か .ら推 して,石

炭庁の機構 は構造的 に改良の余地 が大いに あると云ふ よ りはむしろ 管理上の面

に於て地方分権化 を計 ると云ふ ことに主眼 を置 くべ きなので あ らう。 そして之

はむしろ将来 に於 けるさまざまの 実験の結果漸 くなし得 られ る改良で あって,

早 急な改良 は無理で あ らふ と推察 され る。

皿

◇労働 組合の機能の変化 国有化 は必然 的に労働組合の立場 と機能 とに著

しい変 化を もた らさぎるを得 なか った。 労働 組合 は私有 時代 よ りも遙かに社会

的責任 を多 く持 ち,ス トライキを軽率 に行 ふ ことは許 されない。著者 自身 も労

働 組合の機能 は,心 理的に見れ ば 『抗議 組合』(protestunionism)か ら 『管理

組合』(administrativeunionisn)に 変化 した と述べ,労 働組合の最 も大 きな困

難 は,労 働 組合の 自主性 を喪 ふ ことな く,如 何にして この機能 を果 して行 くべ

きで あるか と云ふ ことに あると述べ てお る。(p.51)著 者は労働組合の機能 を

依然 として 『経営陣 に対 す る抗議 』の中 に 見るH.A.Cleg9の 意見には全面的

には賛成 してお らない。著者 にとっては 『経営陣 に対 す る抗議』 もさることな ,

が ら,国 有化の合理的 な運営 と成果 ある遂行のためには避 くべか らぎるさま ざ

まの諸変化 を,無 用 な摩擦 を避けつつ然 も組合員の利益 を害す ることな く,導

入す るために は,経 営陣が到底 なし得 ずただ労働 組合のみがなレ得 る課題 と使

・命 とが あると考へてお る
。 著者 に とっては組合側が単な る抗議 だ けで,そ の負

は された社会的責任 を積極的に遂行 しないので あれ ば,国 有化 は決 して成果 あ

る もの とはな らない と見てお る。(P.51～P.53)『 如何 にして労働 組合 は経営陣

の仕事 の独立性 を犯す ことな く,然 も国有化 を成功 に導 くことが出来 るや う積

極 的な道 を歩 む ことが出来 るで あ らうか?そ れは労働 組合が石 炭業の能率的

な遂行に訣 くべか らざるさまざまの変化 を受け入れ ることを 組合員に納得せ し

め るや う教育す ることで ある。 之 は勿論労働組合が,ロ シアに於 け る如 くに経

営 の ための代弁 者 とな り工場規律の励行や,道 徳 的制裁 を行つ た りして,組 合
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本来の課題 を犠牲にす ることを意味 しない。之 は組合員 の利益 を守 りつつ,組

合が必要な諸変化 に対 し色々な コン トロ・一ルを加へ ることを意味す る。 このや

うな使命を果 すためには,労 働組合指導者達は如何 なる変化 が将来必要で あ る

か に就いて充分 な想像力 を働 かせ る必要があ り,組 合 は十分 な勇気 とエ ネル ギ

を以 て,こ れ らの諸変化の導入に伴 つて組合が果 さね ばな らぬ新 しい機能 を遂

行 して行 くや う努力す るので なければな らぬ。』(P.52～P53)こ のや うな新 し

い機能 を果すために著者が石炭庁並 びにNUMの 幹部に訊 ねた限 りで は,次

の如 きplanが 考へ られてお る。 ・

1.NUMの 組合員 に対 す るよ り多 くの教育活動

2.NUMの 指導層 と下部大衆 との間の よ りよ きコ ミユ ニケーシヨ ンの ための・

新 聞乃至雑誌の発行。

3.将 来の新 しい指導層 を形成す る若い 組合中 堅層 に対 す る指 導者教育 を行 ふ

設備の設立

4.NUMが 入手す る大量の インフオー メーシヨンに基 き,石 炭業 の諸問題 を・

調査分析 す る組合内の研究ス タッ フの養成 。

5
.『 科学的管理法』の技術 を考慮 した経営技術専 門家をNUM内 に於 て養成

し,以 て石炭 庁の管理 の遂行に理解 を持つ こと。

しか しなが ら著者 は,NUMの 指導層が,国 有化のた めに生 じ7c多 くの眼前の

諸 問題 の処理に忙殺 されて,未 だ長期 的にNUMの 将来に就いて 反省 す る心 ・

構へ も時間的余裕 も無 く,新 しい機能 を果 すのに未成熟で ある点 を指摘 してお

る。 『しかしなが ら,多 くの保守的な労働組合 と同 じ く,NUMも まtc容 易に

は未だ試験済で はない企画に金 を支 出す ることは しないで あ らうし,従 つて労

働 組合の新 しい課題 に積極的に取組 んで行 くで あ らうとは 簡単に考へ ることは.

出来 ない。しか し もしそ うで あれ ば,慣 習 と伝統 とが依然 として将来 も組合の

政策決定に大 きな役割 を果す ことにな り,石 炭業の再組織 と云ふ課題 は一層困

難 になるだ けで あ らう。』(p.53)と 著者は組合 の将来の活動に就 いては余 り楽

観 的で ない。

◇ 賃金の統一化 に就いて一 国有化以前 イギ リス石炭業は23の 地 区に分れ,
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賃金水準 はそれぞれ地方毎 に異つてお ったが,国 有化 と共に この賃金水準の統

一化が可能 になった。勿論賃金水準統 一化は ,石 炭産業が古い伝統 を有 してお

り然 し炭坑の 自然的条件が炭坑毎 に著 し く異 るために 容易に短時 間で完成 し得

る仕事で はないが,そ れに も拘 らず国有化以後 この 目標達成 のために石炭庁が

なし とげた成果 は可成 りの ものが あ ると著者は述べてお る。 国有化以後に見 ら

れ るに到 つた変化 を若干本書の中か ら探つて見 よ う。

1.地 区別の賃金較差 が国有化以後,減 少 して来 てお る点。 …一般に炭鉱労働 者

は坑 内切羽面労働者 と坑 内一般労働者及 び坑外労働者の三 つの グープに分け

られ るが,こ の うち坑 内一般労働者の地区別賃金較差 を例 に とって見 ると,

(著者は この際TUMの 全国区分 に従つて全国 を20に 分 け て比 較 に す る)

1947年 と1952年 の間にその全 国平均値に対 して その上下の較差 は 次第 に減少

しいつれの地 区 も平均値に近 くなってお る。 特 に平均値以下の地 区の賃金水

準 は殆ん どが この4年 間に平均値 に対 して5%以 内の 僅かの較差 を有 す るに

到 つてお る。(P.148)即 ち之 は石炭庁の賃金政策が,平 均 値以下の地 区の賃

金水 準を引上 げて1低 位 の水 準を上に向 け ることに重点 を置いてお ると云ふ

ことが出来 る。(P.147並 びにP .148のChart3.及 びChart4.を 参照)

坑 外労働者の地域別賃金較差 は,坑 内一一般労働者の地 域別賃金 較差 と殆ん ど

大差が ない。

2.坑 内切羽面労働者の賃金 は,国 有化の賃金統一化 に際 して も他のグル ープ

が時間制賃金形態 を とってお るのに対 し,出 来高給制 に基いてお るた めに,

賃金 の統 一化 に際して他の二つの グル2プ と異 つた賃金 の体系 を とる必要 が

あ る。 即 ち生産性の高い採 掘容易な炭坑 と生産性 の低 い採掘困難な炭坑 とに

於 ては必然的に出来高給 の単価 も違 つて来 ざるを得ず,従 つて地域的 な較差.

もまた止 む を得 ない。 むしろ生産性 を考慮 して妥当な合理的 な較差 を設 ける

ことが生産能率 のために必須 の ことと云 ひ得 る。 著者 は従 つて坑 内切羽労働

・者の賃金水準並びにその生 産性 とを地域別 に グ ラフによって比較 してお るが

(P.150)そ れによれ ば生産性の較差 は,全 国平均値に対 して最大 は65%増,

最 少 は45%減,で あ るのに対 し,切 羽労働者の賃金 は最大が25%増,最 少が

平 均値 に対 して20%減 となってお り,賃 金較差の方が生産性の較差 よ りも遙
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かに少い。 著者 は賃金較差 が生産性の較差に対 して幾%位 が妥 当で あるかに

就 いては触れてお らないが,た が この切羽労働者の賃金の 地 域 的 較 差 と生.

産性 の地 域的較差と は1952年 に於 て 余 り大 きな正の相関関係 が無い故,(即

ち,個 別的 に見れば,生 産性の高い地域で あ りなが ら賃金が低 く,生 産性の

低 い地域 であ りなが ら賃金の高 い と云ふ現 象が見 られ る芝 この点 に坑 内切羽

労働 者の賃金形態 には改良すべ きものがあ ると述べてお る。(P.151)

3.職 種 内に於 け る賃金較差 に於 て問題 となってお るのは,切 羽面労働者 の賃

金が他の一般時間給賃金 労働者の それに比 して戦後異常に増大 し,職 種 内較

差が増加 した点 で あるが,之 は将来是 正せ られ るべ きで あ ることを多 くの切

羽面労働 も自身 も認 めてお る。(P.171)切 羽 労 働 者 は1954年 当時日給労働

者 に比 して約75～100%増 の賃金 を貰つてお るが,労 働組合 の指導層 の説 明

に依れ ばそれは1)切 羽労働 者の仕事は 日給一般労働 者の仕事 の約倍 に及ぶ

程 困難で あ り,又2)前 者の災害率,事 故,職 業病 も後者 よ りも遙かに多い

ことに基 くとされてお る。(P.171参 照)

4.『 基準 出来高表 』(earningnorms>の 導 入に基 く同一地 域内坑 内切羽労働

者 の賃金の統一 化。一 ・国有化以来 『基準 出来高表』(earningnOr皿S)が 坑、

内切羽労働者の賃金 の決定に際 してinformalな 標準 として使用せ られ,之

が同一地域 内の坑 内切羽労働者の 賃金水準 の較差 を減少す るのに役立つてお

ることは注 目すべ きで ある。(p.171～p.177)国 有化以前 の私有 の時代に於

て は同一地域 内に於 て さへ も自然的条件 が それぞれの炭坑毎 に異つてお り,

それ に労使 間の力のバ ランスの相違 も加 はつて,坑 内切羽労働者 の賃金水 準

は一炭坑毎 に可成 りの相違 を示 したので あった。 この切羽労働者の作業単価

決 定は,私 有時代激 しい労使 の衝突が演ぜ られ る舞 台 とされ,石 炭業労使関

係 を悪化 させ る一大原因 をなしてお った。 当時石炭 は販売市場で激 しい競 争

が演ぜ られてゐたた め,賃 金 コス トの相 当部分 を占める この切羽炭坑労働者

の賃金 引下 げは使用者に とって最 も重要 な経営上 の課題で あった。 当時坑内

切羽労働 の作業単価決 定に際 しては労使間に於 て 凡 ゆる巧妙 な駆引 と力の戦

術 とが とられ,従 つて個人的な要素が強 く作用 しておったので ある。之 が こ

の 『基準出来高表』 の採用に依つて,或 程度か 、る傾向が弱め られたので あ
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る。即 ち石炭庁 はそれぞれの地方 に 標準 的な出来高表 を切羽労働 の各職毎 に

決 め,こ れが労使の作業単価決定 の話合ひの前 に提示 され るので あ る。 この

出来高表 の存在す るため,私 有時代の如 くに個 人的要素が強力 に作用す る こ

とはな くな り,従 つて この労使 の話合ひは以前 よ りも遙か に荒 々 しい もので

な くな った と伝へ られてお る。(P.174)

vr

◇労使 協議制 イギ リス国有化産業に於 ける労使 協議制が,期 待 した如 く

に は機能 してお らない点は,山 本勝也氏の論文 『イギ リスに於 ける労使協議 会

制 度の意義』(商 学論集第25巻 第4号)に 於 て詳細に説 明せ られて あ る如 くで

あ り,著 者 もその点 に就 いては充分認めてお る(P.96～P.100)労 資協議 制が

如 何 なる困難 な点 を有す るか に就 いての本書 の説明 は山本氏の 論文に見出 され

る指摘点に大差 がない。著者は労使協議会 を通 じて インフオーマルな コ ミユニ

ケ ーシヨンが イギ リス石 炭産業 の労使関係 に於て なかなか行はれず そのために

労 使協議 会が その機能 を充分果 して お らない点 を,ア メ リカと比較 して次の如

く述べてお る点 は興 味深い。『皮 肉な ことに,イ ギ リスは政治上 の民主 々義 に於

て は,イ ン フオーマルで有機的 な機構 を通 じて その政治上 の能率 をあげてお る

の に反 し,産 業上の民主 々義 に於て は労使 協議 会の極 めて フオ ーマルな機 構に

余 りに頼 りすぎてお る。 アメ リカに於 ては,之 とは反対 に政治上の民主 的な 目

的 を実現 させ るのに専 ら 「法律を通過 させ る」 ことにのみ頼つて お り,そ れが

政治上の弱点 と もなってお るのに比 し,産 業社会に於 てはイギ リスよ りも遙か

tzイ ンフオ ーマルで有機的 な人間関係の重要性 を認識 してお る。』(p.117註17)

従 つて イギ リス石炭 業者 は(一 般 にイギ リスの産業全体が)ア メ リカか ら1)

徹 底 したjob・planningの 導入,2)仕 事 に関す る インフオーマル な協議 の方法

を学 び入れ る ことは極 めて有益で あ らうと述べ てお る。(P.117)

◇ ス トライキ 国有化以後ス トライキの数 は期待 して ゐた如 くには減少 し

てお らず,そ れに伴ふ石炭損失額 も戦前 と何 らの変化 を示 してお らない ことは

統 計 の示す如 くで ある。 国有化以後 のス トはすべて非公式 の山 猫 ス トで あ っ

て,公 認 のス トは一度 もない。 ス トライキが減少 しない理由 を国有化 の不成功
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に帰 し,国 有化 に伴 つて過度 の申央集権化 がな され,そ のため石炭業の一般労

働者 の不平不満 の解決に手間取 り不必要 なス トが併発 してお るので あると云 ふ

のが一般に見 られ る説明で ある。 しか し著 者はス トライキの原因 を国有 化に伴

ふ中央集権化に帰す るこ とに対 して は疑問 を表 明 し,疑 問の理 由 として次 のや

うな5つ の点 を指摘 してお る。(p.77)

第一 には非公式 の山猫ス トは古 くか ら炭坑業につ きもので あって新 しい もの

でない。ただ新 しい点 は仲裁制度が完備 してお るに も拘 らず,山 猫ス トが依然

繰返へ され ると云 ふ点で ある。 第二にはス トライキの極 めて 多 くの部分 は坑内

切羽労働 者の賃金 に関す る不満足に由来す るの あ り,之 は 依然 として炭坑毎に

(pit-by・pit)そ の 賃金水準の決 定が な されてお る。(尤 も現 在で は 『出来 高表 』

(earningnOrmS)の 導 入 によって賃金水準決定に劃一 化が計 られてお るが,

しか し最後 的決定 は炭坑毎で ある。p-一 紹介者註)

第三には戦後 イ ギ リス政府が とった賃金 引締政策に基 き,公 式の機関 を通 じ

てでなけれ ば賃上 げが容認 されず,そ れが労働者の不満 とな り,ス トライキ とな

った ことは疑ひ得 ないが,し か し之 は政府 の賃金 引締政策 の必然 的結果で あっ

て止む を得 ない。 第 四には団体交渉機構 は単に申央集権 化 されたのみでな く,

それは以前に比 して蓬か に複雑 な制度 となった 。 第 五には国有化以前に行はれ

た地域単位 の団体 交渉が過去に於 て現在の全国的な基礎 に立 つたそれ よ りも 常

に迅速 に処理を行 つた と考へ るのは間違 ひ・で あるし,又 宋端労働 者の声 が,以

前の地域単位 の団体交渉機構に於 て,現 在 よ りも遙 かに よ く反映 して ゐた と考

へ ること も間違 ひで ある。 戦前に於 て も地域毎 の団体 交渉委員会 に於 ては,地

方労働 組合役員に依つて交渉が なされたので あって,末 端労働者に よってな さ

れ たので はない。 申 央集権化 は確 かに戦 前の地 域毎 の団体交渉委員会 の地域労

組役員 か ら若干の機能 を奪つ たが,し かしそれは末端労働者か らその機能 を奪

つたのではない。

以上著者が挙 げた理由の凡てが必ず し も納得 的で ないに して も,ス トライキ

の原因 を単に申央集権化 のみ に帰す るの は単純にすぎ ると云ふ著 者の意 見にば

傾聴 すべ き点が あ ると云へ る。

著 者のス トライキの分析に於 て注 目すべ き点 は次の三つ の点で ある。 第一 に一
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は 国有 化 以後 ス トライキ は若 干 の著 しい 例 外 を除 い て 皆 短 期 間 の地方 的 な性 質

を帯 び るに到 つ た と云 ふ点 で あ る。 著 者 の示 す統 計 に依 ると1953年 に於 て は全

イギ リスの ス トラ イ キ件 数 の75%が 石 炭 業 で 生 じて お るの に対 し,〔参 加 人 員X

ス トラ イキ損 失 日数 〕 の統 計 に於 て は全 イギ リス で石炭 業 は僅 か に18%を 占 め

て お るにす ぎ ない 。(p.75)1930年 代 に於 て は前 者 の比率 は約35%で あ るの に

比 し後 者 の比率 は40～50%で あ るか ら,国 有 化 以 後 に 於 て は 短 期 間 の 極 く

少 数 の グ ル ー プ に 依 るス トラ イキ が 頻 発 す るに到 つ た こ とを物 語 るに 他 な ら

な い。Yorkshireに 於 け る ス トライキ統 計 に 依 れ ば1949年 の 同地 域 め ス ト

ラ イ キ 発 生 数 の75%は 三 日以 内で 終 つ て お り,40%以 上 は一 日以 内で あ る6

(P.87)第 二 に は ス トライ キの原 因 と して はや は り賃 金 をめ ぐる問題 が第 一 で あ

っ て,1947～1951年 に 於 け る統 計 に於 て はス トに よ る損 失石 炭 額 の殆 ん ど半

分 は これ に基 いて お る。 その次 に 重 要 な 原 因 は作 業 方 法 を め ぐる聞題 で あ る

が それ に よ る損 失 は 賃 金 ス トの場 合の半 分 で あ る。 その 他 同情 ス トや解 雇 反

対 ス ト等 が あ るが 之 等 は余 り大 きな損 失 を もtcら してお らな い 。(P.76)職 種

別 に 見 る と坑 内切 羽労 働 者 の ス トが極 めて 多 く,之 はYorkshireに 於 け る1949

年 の ス ト発生 件 数 の約 半数 を 占め て お る。 従 つ て坑 内切 羽労 働 者 の賃 金 を め ぐ

るス トライキが 可成 りの比 重 を 占 めて お る と考 へ られ る。 第 三 に ス トライキ を

地 域 別 に見 る と,極 く限 られ た地 域 の特 定 の炭坑 に 限つ て 毎 年 の如 くに ス トが

頻 発 す る ことで あ る。 従 つ て ス トの無 い地 方 は年 間通 じて 一 つ の ス トもない こ

とに な り,著 者 は全 イギ リス の鉱 業所 合 計 約950の うちの 半 数 は 全 然 年 間 通

じて何 らの ス トもない と報 告 してお る。(P.88)こ の ス トの 頻 発 す る 地 方 は

Scotland,Yorkshire,SouthWalesの 三 地方 で あ って,こ れ ら三地 方 だ けで

損 失石 炭 量 の75～90%を 占 めて お る。(p.79)現 在 石炭 庁 は全 イ ギ リス を50の

Are綾 に分 割 して お るが,NCBの1952年 の報 告 に依 れ ば(P.52)上 述 の 三 地

方Scotland,Yorkshire,SouthWalesの うちで も10areaに ス トが集 申 し,

1951年 に は これ ら10areaの ス トに基 く石 炭 損 失額 は全 体 の石 炭 損 失額 の56%

(1951年),66%(1952年)と な っ てお るの で あ る。之 に よって ス トライ キは特

定 の地 方 に限 つ て頻 発 す る ことが分 る。 これ らに限 つ て ス トライ キの頻 度 が 多

い理 由 は可成 り複 雑 で あ って,著 者 も一 応 の 分析 を行 つ て はお るが 断定 的 な ご
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とは差 支 へ て お り,イ ギ リスの石炭 庁やTUMで す ら もス トの地 域 的差 異の

大 で あ る事 の原 因 に就 い ては 明快 な説 明 を な し得 ない で あ ら うと述べ てお る。

(P.83)

◇労働力の供給一 イギ リス石炭業に於 で最大 の悩みは 労 働 力 の 不 足 で あ

る。高 い賃金水準,福 利施設 の完備,住 宅の優先提供,労 働条件の良好等に も

拘 らず依然 として労働 力の不足が訴へ られてお る。 著者の説明に依れば 『炭鉱

労働者総 数が700,000以 下 に下 る時には,ス トその他特殊の事情が発生 す る

とイギ リス産 業全体が危機 に陥 る可能性が生 じて来 るため,石 炭業の内外 を問

はず,炭 鉱労働 者総数が720,000を 超 えない限 り,誰 し もが安心感 を持 つ こ

とが出来 ない。』(P.185)そ れに も拘 らず過去に於て720.000を 超 えたのは,

僅かに1948.1949年 の両年 で あ り,他 は720.000か ら690.000の 間を上下

し,次 第に漸減 の傾 向にあ る。この漸減の傾 向が続 く時には1965年 には400.000

以下 に なるのでは ないか と危 憺iせられてお る。 このや うに労働力配置問題が深

刻化 してお るのは他 な らぬ完全雇傭のためで あ り,賃 金 ・労働条件 ・福利施設

等が国有化 以来良好に なったに も拘 らず,他 のマ イナスの諸 条件即 ち危険 な労

働環境 ・未 だ多い災害率 。地下労働 ・早老等が作用 し従つて 労働市場 に於て労

働 力の獲得 に際 し他 の産業に遅 れを取つてお る訳で ある。 著 者の説 明に依れば

労働 力供給に於 て最 も重要 な ことは,補 給源 として長期的 に見て,炭 坑 に従事

してお る家族の青少年労働 力を確 保す る以外に はな く,炭 坑 以外の産業に勤務

してお る家族の青少年 は将 来の補給源 として先づ殆ん ど期待出来 ず,炭 坑 出身

の青少年で あっつ も,一 度炭坑以外に職 を見 出して しまった後 では容易に炭坑

に就業せ しめ得 ないのが現 状で ある。(p.181)し か も青少 年の総数 自体が,イ

ギ リスに於ては過去十数年の出産率 の低下に基 き激減 してお り,例 へば1939年

には満18才 に達す る年令層は420.000で あったのに対 し1950年 に は320.000に

低 下 してお る。 従つて現 在 イギ リス石炭 業は今迄嘗 て ない程 青少 年労働力の獲

得 に苦慮 してお るので ある。(P.200)1946年 にな された炭坑 地帯青少年の就 業

に 関す る一調査 の結果に依れば,炭 坑の家族の子弟 の約1/3は 炭坑に勤 務 し た

のに反 し,炭 坑以外の家族 の子弟で炭坑 に勤務 し7Cも のは僅かに7%に 過 ぎず,
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然 も炭坑 の 家族 の 子 弟 の うちで す ら自分 の意 志 で炭 坑 に 勤務 した の は 僅 か6%

で あ りジ 他 は 両親 の す ～めで 不本 意 なが ら炭坑 に就 業 した もので あ る と云 ふ。

(P.202♪ 著 者 自身Yorkshireの 最 も旺 ん な工 業地 帯 附 近 の 炭坑 従 つ て 青

少 年 を炭坑 に 引 きつ け るのに最 も困 難 な地 帯一 の 青 少 年 を め ぐる労働 市場 の

実 体 調査 を行 つ たが,そ の実例 は極 めて 参考 に な る点 が あ るので こ こに訳 出 し

て見 る。(p.203)

Warwickshire;こ の地 方 に は12の 炭坑 が あ り,そ れ らはBirminghamの

束 約15マ イル の所 に南 北 に わfcっ て散 在 して お る。 このBirmingham市 は可

成 り遠 距 離 の所 に あ るが,そ れで もこの地 域 の若干 の青 少 年 は 毎 日 同 市 に

通 勤 してお る。(若 干 の同 市 の大 会社 は この 地方 に バ ス を出 し てお り,彼 等

の 中 の或 る者達 は之 を利用 して お る。)更 に この地 方 の南 の方 に は,イ ギ リス

の デ トロ イ トと云 は れ るCoventry市 が あ り,同 市 は この地 方 の南部 に ある

炭 坑 か ら多数 の青少 年 を 吸 引す る こ とが 出 来 るので あ る。 か 、る状 況 のた め

同地方 で は青少 年 を炭坑 に 引 きつ け る のは困 難 を極 め,地 方石 炭 庁 の 役 員 は

この困難 を次 の 如 く述 べ た 。

『我 々 はCoventry市 並 びにBirmingham市 に あ る 自動 車工 業 に青少 年 が

行 くこ とに反 対 し てお る。我 々 は若 い青 年 達 に7i/2時 間 の労 働 時 間 と往 復 そ

れ ぞれ30分 つ つ の通 勤 時間 を与 へ てお るが,自 動 車一[[業で は彼 等 は8時 間労

働 して,更 に は往復 それ ぞ れ1時 間 を必 要 す る。 しか し青 年 達 は8i/2時 間 の

炭 坑 地 下労 働 よ りも日中10時 間 の雇 用 の方 を好 ん で お る。 炭坑 で は17～18～

19才 の青 年 は一 週 間5・ ～10・ よ り多 く得 て お るの に拘 らず,そ れ で も青 年 達

を炭坑 に 引 き留 め るの に甚 だ しい困 難 を感 じてお る。』(p.203～204)

之 は最 も困難 な状況 の一 例 で あ るが,石 炭業 が 他産 業 と競 合 してお る地 域 で は

大 な り少 な り之 に 似 た状 況 が見 出 され る。 他 地方 で 陶器 製 造 業 と競 合 して お る

地 域 で は充 分 な青 年 労働 力 を確 保 す るtcめ に は 現 在 の週10・(孕 賃金 を少 くと も

£1に 迄 引上 げね ば な らぬ と云 ふ こ とが報 告せ られ て お る。(p .206)

か 、る困 難 な状 況 に直 面 して石 炭 庁 は,完 備 せ る職 業 教 育施 設 や労 働 条 件 の

緩 和 その 他 多 くの対 策 を立 て て 青 少 年労 働 力 の 吸 引に凡 ゆ る努 力 を惜 ん で お ら

ない 。 そ の結果1951年 頃 よ り青 少 年労 働 力 の石 炭 業 へ の流 入 は可成 り良 好 な成
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果 を挙 げてお り,も し このや うな流 入 が今 後 も継 続 す る な らば石 炭 業 の労働 力

供 給 問題 は長 期 的 に見 て 好転 す るの で は ない か と著 者 は見 て お る。(p.200)

◇欠勤 一一国有 化以 後 欠 勤 率 が 戦前の倍以上 の12～13%に 及 んで お ること

も,国 有化石炭業に於け るモ ラール欠如の一現象 として可成 り問題に なってお

る点で あ る。 しか し著者 は欠勤率 はなるほ ど高 いけれ ど も,之 は戦後 イギ リス

石 炭業のみが例 外的に高 くなったのでは ない として次の如 き点 を 指 摘 し て お

る。

1.i戦 前の イギ リス石炭業の欠勤率が6～8%で あっttcめ,あ る論者は今 日の

イギ リス石炭 業 も少 くとも元の戦前 の水準に迄欠勤率 を減少すべ きで あると

云 ふが,戦 前の この6～8%の 欠勤率 は大量 失業に悩 んで ゐi時 代の それで

あって,完 全雇傭 が実現 した今 日の イギ リスに於 ては この戦前 の水準に回復 .

す る ことは先 づ殆ん ど不 可能で あ り,又 この戦前 の統計万法 自体に疑 は しい

点 が あ り従って 戦 後の欠勤率 の統計 と比較す ることは無理で ある と考 へ られ

る。(p.216)

2.戦 後石炭業 の欠勤率 が増大 しtcこ とは少 くと もヨーロ ッパのいつ れの国を

とって見て も云ひ得 ることで,1948年 並 びに1949年 の イギ リス石炭業 の欠 勤

率 は ザ ール 地方 を除 き他 の い つれ の ヨ ー ロ ッパ諸 国 よ り もφ なか った 。 完 全

雇 用の実現せ られてお るイギ リスに於 ては約10%程 度 の欠勤率で さへ も少 な

す ぎる位で あると云 ひ得 る。(p.219)

3.欠 勤 はス トラ・fキと同 じ く極 く少数 の限 られ7SU囲 の労働 者に 起 るので あ

って,全 般的 な もので はない。統 計に依 ると全労働 者の1/20の 人 々が 自発 的

欠 勤の約半分 を占めてお り,全 切羽労働者の約8%の 欠勤が切羽作 業休止の

44%を 占めてお るので ある。(P.224)

次 に戦後徹底 した国民保 険制度が イ マリスで実現 したが,之 は当然石炭労働者

の間に仮病欠勤 ・故意 の長期病気欠勤 ・傷害 の過大視 等を生 む 危険 を もた らし

た ことを報告してお る。(p.221)

その他著 者は最後 の章で技術上の改良(特 にMeco・MooreCutterLoader)

が,石 炭庁並びに労働 組合指導層が 予期 してゐた如 く生産性の 向上に役立つ て
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お らない点 を指 摘し,之 が主 として末端労働者の技術的進歩に伴 ふ賃金 。労働

条件等が急変 する ことを恐 れ る保守的 な態度に由来す る事情 を説明 してお る。

(p.274～p.290)以 上 は著者 の叙述で あるが,紹 介者の本書か ら受 けた印象を

結論的に述 べ ると,

1.国 有化は予期 した如 くに は成果 をあげてお らないが,し か しイギ リス経済

の第二次大戦後 に於 け る変化を考 慮に入れ るな らば,国 有化 を全面的に失敗

と見倣す こと は早急 にすぎ るで あ らう。第二次大戦後国有化 がなされず,相

変 らず私有のま ㌧で あった な らば,恐 らく産出量の激減 と,労 働力の極端 な

る不足,並 びに石炭価 格の暴騰等が現 はれ,イ ギ リス産業全体 の麻痺状態が

出現 したで あ らうと思はれ る。

2.国 有 化と共に石炭 庁は フオーマルな 機構確立の面で は相 当 な業蹟 を挙 げて

来 たが,未 だ に インフオール な労資の意志流通機 構に於 ては改良すべ き余地

が大いに存す る。 この点で重要 な役割 を果 さねば ならぬのは労働 組合指導層

で あ り,国 有化の導入 と共に急激に生 じたさま ざまの変化 を如何に末端労働

者 に受け入れ しめ るか は これ ら指導層の将 来の方針にか ～つ てゐると云 ふ こ

とが出来 るで あ らう。古い歴 史 と伝統 とを持つ産業だ けに,石 炭業には それ

自身の困難 な問題 を うちに多 く有 してお るが,之 を国有 化の導入 によって如

何 に解決 して行 くかは,石 炭庁以上 に労働組合指導層 に課 せ られた課題で あ

らう。




